
�愛媛県告示第１９４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

今治市関前岡村甲２１１８の３、甲２１１８の５、甲２１４３
の３、甲２１５１、甲２１５２、甲２１５４から甲２１５７まで、
甲２１９５、甲２１９６の１から甲２１９６の３まで、甲２２１８
の１、甲２２１９の２、甲２２２０、甲２２２１の１、甲２２２１
の２、甲２２２２の１から甲２２２２の３まで、甲２２９１か
ら甲２２９４まで、甲３１２２の４、乙７３８の１、乙７３８の
４及び乙７８８の３の地先

２，４５３．４３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

関前岡村 今治市関前岡村甲２１１８の３、甲２１１８の５
、甲２１４３の３、甲２１５１、甲２１５２、甲２１５４
から甲２１５７まで、甲２１９５、甲２１９６の１か
ら甲２１９６の３まで、甲２２１８の１、甲２２１９
の２、甲２２２０、甲２２２１の１、甲２２２１の２
、甲２２２２の１から甲２２２２の３まで、甲２２
９１から甲２２９４まで、甲３１２２の４、乙７３８
の１、乙７３８の４及び乙７８８の３の地先公
有水面埋立地

２，４５３．４３

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市関前岡村甲１１１７、甲１１２０の１、甲１１２０の２
、甲１１２２の２、甲１１２４、甲１１２７の２、甲１１２８の１
、甲１１２８の３、甲１１２９の３から甲１１２９の６まで、
甲１１３１、甲１１３３の１から甲１１３３の５まで、甲１１３５
の１、甲１１３６の４、甲１１３６の５、甲１１３６の１２、乙
１０７の３、乙１０７の４及び乙１１６の６の地先

１，２９７．８８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

関前岡村 今治市関前岡村甲１１１７、甲１１２０の１、甲
１１２０の２、甲１１２２の２、甲１１２４、甲１１２７
の２、甲１１２８の１、甲１１２８の３、甲１１２９
の３から甲１１２９の６まで、甲１１３１、甲１１
３３の１から甲１１３３の５まで、甲１１３５の１
、甲１１３６の４、甲１１３６の５、甲１１３６の１２
、乙１０７の３、乙１０７の４及び乙１１６の６
の地先公有水面埋立地

１，２９７．８８
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�愛媛県告示第１９４７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９５１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

今治市関前岡村甲２６２１の５、甲２６２１の６、甲２６２３
の１、甲２６２４、甲２６２５の１、甲２６２７の４、甲２６２７
の１１及び乙９８８の４の地先

３２１．７２

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

関前岡村 今治市関前岡村甲２６２１の５、甲２６２１の６
、甲２６２３の１、甲２６２４、甲２６２５の１、甲
２６２７の４、甲２６２７の１１及び乙９８８の４の
地先公有水面埋立地

３２１．７２

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

今治市伯方町木浦字福浦甲３９３９の１、甲３９３９の８
、甲３９４０の５、甲４５９８及び甲４５９８の２から甲４５９８
の４まで並びに字洗足甲３９５０の２及び甲３９５０の８
の地先

８１７．２８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

伯方
町木
浦

字
福浦

今治市伯方町木浦字福浦甲３９３９の１、甲
３９３９の８、甲３９４０の５、甲４５９８及び甲４５
９８の２から甲４５９８の４まで並びに字洗足
甲３９５０の２及び甲３９５０の８の地先公有水
面埋立地

８１７．２８

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市宮窪町宮窪６１４５、６１５５の１、６１５５の２、６１
５６、６１６１、６１６２、６１６２の２、６１６３、６１６３の２、６２
９７の１、６２９７の２、６２９８、６２９９の２、６３０１の２、
６３１６の２、６３１７、６３１７の２、６３８０の２、６３８０の３
、６３８１の２、６３８９の２、６３８９の３、６３９４の１、６３
９５の１、６３９５の２、６３９６の２、６３９６の４、６３９８の
２、６３９８の３、６４２３の２、６４２４の２、６４２４の３、
６４４７、６４４８の１から６４４８の５まで、６４５８の２、６４
５８の３、６４５９、６４６０の２、６４６１の４及び６４６２の２
の地先

９１４．７４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

宮窪町宮
窪

今治市宮窪町宮窪６１４５、６１５５の１、６１５５
の２、６１５６、６１６１、６１６２、６１６２の２、６１
６３、６１６３の２、６２９７の１、６２９７の２、６２
９８、６２９９の２、６３０１の２、６３１６の２、６３
１７、６３１７の２、６３８０の２、６３８０の３、６３
８１の２、６３８９の２、６３８９の３、６３９４の１
、６３９５の１、６３９５の２、６３９６の２、６３９６
の４、６３９８の２、６３９８の３、６４２３の２、
６４２４の２、６４２４の３、６４４７、６４４８の１か
ら６４４８の５まで、６４５８の２、６４５８の３、
６４５９、６４６０の２、６４６１の４及び６４６２の２
の地先公有水面埋立地

９１４．７４

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市大三島町宗方６７５及び１１８５から１１８７までの
地先 ４４５．４０

愛 媛 県 報平成１７年１１月１日 第１７０７号
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平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９５８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９５９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、愛南町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は愛南町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、愛南町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は愛南町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１１月１日

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大三島町
宗方

今治市大三島町宗方６７５及び１１８５から１１８
７までの地先公有水面埋立地 ４４５．４０

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

今治市上浦町盛２７８６から２７９０まで、２７９１の１、３１
１０、３１１２、３８４８、３８５２の１６及び３８５２の１７の地先 ２，１８０．５６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

上浦町盛 今治市上浦町盛２７８６から２７９０まで、２７９１
の１、３１１０、３１１２、３８４８、３８５２の１６及び
３８５２の１７の地先公有水面埋立地

２，１８０．５６

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

今治市伯方町木浦字西長崎甲８３９、甲８５３の１、甲
８５８の１、甲８６０の１、甲８６２の１、甲８６３の１、甲
８６４の１、甲８６４の２、甲８６７の１から甲８６７の３ま
で、甲８７０の１、甲８７０の２、甲８７４の３、甲８７５の
１、甲８７６の１、甲８７６の２、甲８７９の１から甲８７９
の４まで及び乙２９７の２、字福浦明神甲８９８、甲８９
９の１から甲８９９の３まで、甲９００の１から甲９００の
４まで、甲９０３の４、甲９０３の８、甲９０５の１、甲
９０５の３、甲９０５の５、甲９０５の６、甲９０５の８、乙
３０４の３及び乙３０４の４、字焼山甲９２２、甲９２３の２
、甲９２４、甲９２５の１、甲９２５の５、甲９２６、甲９２７
、乙３０５の２及び乙３０５の３並びに字福浦甲３９４０の
３及び甲３９４０の５の地先

３，２５５．６７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

伯方
町木
浦

字西
長崎

今治市伯方町木浦字西長崎甲８３９、甲８５３
の１、甲８５８の１、甲８６０の１、甲８６２の
１、甲８６３の１、甲８６４の１、甲８６４の２
、甲８６７の１から甲８６７の３まで、甲８７０
の１、甲８７０の２、甲８７４の３、甲８７５の
１、甲８７６の１、甲８７６の２、甲８７９の１
から甲８７９の４まで及び乙２９７の２、字福
浦明神甲８９８、甲８９９の１から甲８９９の３
まで、甲９００の１から甲９００の４まで、甲
９０３の４、甲９０３の８、甲９０５の１、甲９０５
の３、甲９０５の５、甲９０５の６、甲９０５の
８、乙３０４の３及び乙３０４の４、字焼山甲
９２２、甲９２３の２、甲９２４、甲９２５の１、甲
９２５の５、甲９２６、甲９２７、乙３０５の２及び
乙３０５の３並びに字福浦甲３９４０の３及び
甲３９４０の５の地先公有水面埋立地

３，２５５．６７

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

愛南町福浦１２１５、１４７６の１、１４７７、１４８２から１４８９
まで及び１４９１の地先 ４，２８９．０４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

福浦 愛南町福浦１２１５、１４７６の１、１４７７、１４８２
から１４８９まで及び１４９１の地先公有水面埋
立地

４，２８９．０４
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び四

国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 二神勝利

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社三島工場

四国中央市三島紙屋町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｎ１０号抄紙機

� ＭＤＩＰ４系

� ＮＤＩＰ２系

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

愛南町古月４０の２、４０の３、７７の２及び７８の３の
地先 ３６７．８８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

古月 愛南町古月４０の２、４０の３、７７の２及び
７８の３の地先公有水面埋立地 ３６７．８８

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２３号 チ抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり８００トン処理

工事の着手予定年月日 平成１８年１月２０日

工事の完成予定年月日 平成１９年７月３１日

使用開始の予定年月日 平成１９年８月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０

最大 ４．０～６．０

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３５０

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８，０００

最大 １８，０００

備考 汚水等の内１０，０００立方メートルはＭＤＩＰ４系で、７，０００立方
メートルはＮＤＩＰ２系で再利用する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号 ヘパルプ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４５０トン処理

工事の着手予定年月日 平成１８年１月１０日

工事の完成予定年月日 平成１９年４月３０日

使用開始の予定年月日 平成１９年５月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．５

最大 ８．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６１５

最大 ８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４，５００

最大 １４，５００

備考 汚水等の内４，０００立方メートルは湿式バーカーで再利用する。
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 古紙パルプ排水回収施設�

� 総合排水処理施設

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号 ヘパルプ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３５０トン処理

工事の着手予定年月日 平成１８年１月２０日

工事の完成予定年月日 平成１９年３月３１日

使用開始の予定年月日 平成１９年４月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．５

最大 ８．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５７０

最大 ８５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１，０２０

最大 １１，０２０

備考 汚水等の内８，０００立方メートルは湿式バーカーで再利用する。

設 置 年 月 日 平成元年１１月８日

処 理 施 設 の 種 類 加圧浮上

処 理 施 設 の 型 式 物理処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
加圧浮上装置
直径１３．４メートル
高さ０．６５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１８，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 加圧浮上

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前
処 理 後

汚 濁 水 清 澄 水

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
８．５
最大

８．０～９．０

通常
６．７
最大

６．０～７．０

通常
６．７
最大

６．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７５０
最大
１，０２０

通常
３，０６０
最大
４，９５０

通常
５９０
最大
７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４１０
最大
５３０

通常
５，０５０
最大
６，２５０

通常
１００
最大
１５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４０
最大
６０

通常
４０
最大
６０

通常
４０
最大
６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７，５００
最大
１７，５００

通常
１，０００
最大
１，０００

通常
１６，５００
最大
１６，５００

備考 汚濁水は総合排水処理施設で処理し、清澄水は１４，０００立方メー
トルを再利用する。

設 置 年 月 日 昭和４８年８月２８日

処 理 施 設 の 種 類 沈澱、活性汚泥、凝集沈澱及び砂ろ過

処 理 施 設 の 型 式 物理処理及び生物処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

初沈槽（２基）
直径７０メートル
高さ３．５メートル
曝気槽
縦４０メートル 横８０メートル
高さ５．５メートル
縦５０メートル 横６５メートル
高さ５．５メートル
縦５８メートル 横１１０メートル
高さ５．２メートル
凝沈槽（３基）
直径６５．５メートル
高さ５．８メートル
砂ろ過（２３基）
直径５．５メートル
高さ ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３３３，５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈澱、活性汚泥、凝集沈澱及び砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ７．０～９．５

通常 ６．５

最大 ５．８～８．０
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�６排水口（生活排水）

�７排水口（生活排水）

�９排水口（生活排水）

�������
�愛媛県告示第１９６４号
平成１７年１０月２４日県営中山間地域総合整備事業鬼北２期地

区（興野々山手工区）の換地計画に基づく換地処分を行った

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０

項において準用する同法第５４条第４項の規定により公告する

。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０．５

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８１，４５０

最大 ２８１，４５０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

備考 他に雨水排水口が１２３ヶ所ある。

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５５０

最大 ８３０

通常 ６０．５

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５０

最大 ７００

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

通常 １５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ４

通常 １．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８１，４５０

最大 ２９０，０００

通常 ２８１，４５０

最大 ２９０，０００

備考 処理水の一部は、用水として利用する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．５
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�愛媛県告示第１９６５号
松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・北黒田地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・北黒田地区）計画書の写し

� 松前町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１１月２日から１２月１日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�������
�愛媛県告示第１９６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 伊藤 宏太郎

西条市大町２４４番地４

２ 埋立区域

� 位置

西条市河原津甲１１８８番地先の公有水面

� 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに１０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８０メートル）における公有水面と陸との境界線により

囲まれた区域

基点（西条市河原津甲１１８８番地先北物揚場に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５８分２４秒、東経１３３度０４分１２秒

の地点

１点は、基点から真北５３度４２分０９秒１６．５８メートルの

地点

２点は、１点から真北５２度３７分０２秒５．５４メートルの地

点

３点は、２点から真北５１度５８分２８秒６．５８メートルの地

点

４点は、３点から真北５１度５７分０４秒３．２６メートルの地

点

５点は、４点から真北５２度２０分２１秒２．６０メートルの地

点

６点は、５点から真北５７度２５分１２秒３．２４メートルの地

点

７点は、６点から真北６０度４４分５１秒１．９３メートルの地

点

８点は、７点から真北１４２度５９分１０秒１２．２２メートル

の地点

９点は、８点から真北２３２度５９分１０秒８０．５０メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２２度５９分１０秒１１．５４メートル

の地点

� 面積

９５１．３０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年７月２３日 愛媛県指令１５港第１０１８９号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１１月１日

�������
�愛媛県告示第１９６７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町山田井字大平木１１２６番３及び１１２６番４

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町１８５６番地３５

アルファ・プランニング

吉田 茂生

３ 図面省略

愛 媛 県 報平成１７年１１月１日 第１７０７号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１７年１１月１日 印刷
平成１７年１１月１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１３８
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